
基発第0107004号  

平成17年1月 7 日  

都道府県労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局長   

（公 印 省 略）  

「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」の一部改正について  

労働福祉事業における義肢等の支給及び修理については、昭和56年2月6日付け基  

発第69号「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」（以下「69号通達」という。）  

をもって実施しているところであるが、今般、69号通達の一部を別紙のとおり改正し  

たので、下記の事項に留意し、事務処理に遺漏なきを期されたい。  

言己  

1 改正の要点  

69号通達の別添「労働福祉事業実施要綱」の別表に定める義肢等の支給価格及び   

修理価格の一部を改めたこと。  

2 運用上の留意事項   

上記1の義肢等の支給価格・修理価格等については、本通達発出目以降に発行した  

注文書に係る義肢等の支給又は修理に要する費用の額について適用すること。  

巨   





（別紙）   

昭和56年2月6日付け基発第69号「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」  

の別添「労働福祉事業実施要綱」の別表を次のように改める。   
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